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議案第８１号  
令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第６号） 
 

資料１(19、20、21、22、23、24)  

母子保健相談指導事業 妊婦特別支援給付金について 

 

１ 目的 

  新型コロナウイルス感染症に対して、特に不安を感じておられる妊産婦が、感染予防

を行いながら、安心して出産を迎えられるよう支援金を給付する。 

 

２ 給付額 

妊産婦１人につき、１万円（１回限り） 

 

３ 対象者 

申請日時点で市内に住民登録があり、下記①か②のいずれかに該当する妊産婦。 

① 令和２年４月２８日（定額給付金基準日の翌日）時点で妊娠しており、令和３年

（2021年）３月３１日までに医療機関や助産所で妊婦健診を受けた方。 

② 令和２年４月２９日以降に妊娠し、令和３年（2021 年）３月３１日までに医療機

関や助産所で妊婦健診を受けた方。 

※想定人数：約 2,700人（①1000人＋②1550人＋①②の転入者 150人）  

 

４ 申請方法（予定）  

  市に申請書を提出（受付開始：９月１日（火）、申請期限：令和３年３月３１日（水）） 

 ・事業開始時に市が把握している対象者には、事前に申請書類等を送付し、周知する。 

・上記以降は、妊娠届の際に申請書類等を配布し、周知する。 

 

５ 予算 

01一 04衛 01保 03母 010母子保健相談指導事業 02臨時   28,101千円 

・給付金        ＠10,000円×2,700人       ＝  27,000千円 

・会計年度任用職員報酬 ＠7,720円×週 2日×4週×9か月   ≒  556千円 

・費用弁償旅費     ＠500円×往復×週 2日×4週×9か月 ＝   72千円 

・郵便料     (通知分＠94円×1,000人）＋(返送分＠94円×2,700人)  ≒  348千円 

・消耗品費       事務用品                 ＝   50千円 

 ・印刷製本費（返信封筒）＠25円×2,700枚×1.1        ≒   75千円 

 

※財源：新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金（補助率 10/10）活用を見込む。 


